
 

平成２０年１１月１９日 

 

久留米市長  江 藤 守 國 様 

 

久留米市三潴地域審議会 

   会 長  原 武  稔 

 

 

新市建設計画並びに地域振興基金に関する今後の事業の進捗について（答申） 

 

 平成２０年５月２０日付け２０三地第１０３号で諮問のあった「新市建設計画

並びに地域振興基金に関する今後の事業の進捗」について、当審議会において慎

重に審議した結果、地域審議会の設置に関する協議書第３条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

■新市建設計画に関すること 

 全体的なこととして、平成２０年度に予算化している事業については、概ね着

実な進捗が認められますが、年度内の確実な実施に向けてさらに鋭意努力してい

ただくようお願いします。 

また、個別的なこととしては、次の点に留意して事業実施にあたられることを

要望します。 

 

１．地域幹線道路整備事業(三潴横断東西道路、早津崎･大犬塚線)について 

三潴区域の根幹をなす道路として、さらには平成２１年 4月開館予定の総合

体育館へのアクセス道路として不可欠ですので、着実な事業の進捗を特に要望

します。 

 

２．地域環境整備事業（生活道路等整備事業）について 

今後の事業の推進においては、地域の要望をしっかり捉えて着実に実施され

ることを要望します。 

 

３． 総合体育館整備事業について 

総合体育館整備事業の一環として平成２１年度に予定されている駐車場整備

は、開館後の各種スポーツ大会開催に支障がないように着実に実施されること

を要望します。 

 

４．屋外体育施設再整備事業及び温水プール整備事業について 

基本構想を本年度策定されておりますが、確実な事業の推進を要望します。 

 



 

 

■地域振興基金に関すること 

 全体的なこととして、平成２０年度に予算化している事業については、年度内

の確実な実施に向けて鋭意努力していただくようお願いすると同時に、今後の活

用計画の策定にあたっては、住民の意見をしっかり踏まえたうえで、三潴地域発

展のための活用計画策定を要望します｡ 

また、個別的なこととしては、それぞれ次の点に留意されて事業実施されるこ

とを要望します。 

 

１．ふるさとみづま祭事業について 

本事業は、三潴区域にしっかりと根付いた祭であり、今後とも地域活性化の

ために支援を要望します｡ 

 

２．三潴総合体育館備品等整備事業について 

地域住民の健康増進のためには、総合体育館トレーニングルームの充実は欠

かせません。そこで、健康づくりや体力増進のための機具の充実と適切な指導･

助言が出来るインストラクター等の適正な配置を要望します。 

 



 

平成２０年１１月１９日 

 

久留米市長  江 藤 守 國 様 

 

久留米市三潴地域審議会 

    会 長  原 武  稔 

 

 

三潴区域の振興に関することについて（提言） 

 

 地域審議会の設置に関する協議書第３条第２項の規定に基づき、三潴区域の振

興に関することについて、下記のとおり提言します。 

 

記 

 

１．新市建設計画及び新市建設計画実施計画（主要事業）の見直しについて 

新市建設計画主要事業については、中間年である来年度に見直しが予定され

ていますが、三潴地域住民の意向をしっかりと反映した事業内容になるように、

見直しされることを切に要望いたします。 

 

２．校区コミュニティ制度への移行について 

校区制度への移行において、今後、拠点施設建築の場合は、用地確保や建設

費など多大な住民負担が現行の建築費補助制度等では予測されますので、地域

振興基金の活用や補助制度の拡充等により、新たな住民負担が発生しないよう

切に要望いたします。 

 

３．農業者トレーニングセンターの修繕について 

施設の老朽化に伴う雨漏り等の修繕には、地域振興基金の活用も含めた対応

を要望します。 

 

４．犬塚保育園舎建替事業について 

園舎の老朽化、進入路の狭小や駐車場不足等の解消について、別地建替事業

が計画通り実施されることを要望します。 

 

５．三潴の農業、商工業等の支援強化について 

今後、三潴区域の農業や商工業及び観光・物産等の更なる支援を要望します｡ 


